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（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
橋
本
聖
子
君
外
十
一
名
発
議
）
（
参
第
一
七
号
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
参
議
院
議
員
の
定
数
の
改
正

１

参
議
院
議
員
の
定
数
は
二
百
四
十
八
人
（
現
行
二
百
四
十
二
人
）
と
し
、
そ
の
う
ち
、
百
人
（
現
行
九
十
六
人
）
を
比

例
代
表
選
出
議
員
、
百
四
十
八
人
（
現
行
百
四
十
六
人
）
を
選
挙
区
選
出
議
員
と
す
る
。

２

埼
玉
県
選
挙
区
の
定
数
を
八
人
（
現
行
六
人
）
と
す
る
。

二
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
制
度
に
係
る
改
正

１

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
特
定
枠
と
し
て
、
候
補
者
と
す
る
者
の
う
ち
の
一
部
の
者
に
つ
い
て
、
優
先
的
に
当
選

人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
、
そ
の
氏
名
及
び
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
そ
の
他
の
候

補
者
と
す
る
者
の
氏
名
と
区
分
し
て
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
定
枠
の
候
補
者
の
有
効
投
票
は
、
当
該
候
補
者
に
か
か
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
有
効
投
票
と
み
な
す
。

３

候
補
者
の
間
に
お
け
る
当
選
順
位
に
つ
い
て
、
特
定
枠
の
候
補
者
が
あ
る
と
き
は
特
定
枠
の
候
補
者
を
上
位
と
し
名
簿
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記
載
の
順
位
の
と
お
り
に
当
選
人
と
し
、
そ
の
他
の
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
そ
の
得
票
数
の
最
も
多
い
者
か
ら
順
次
に
定

め
る
。

４

特
定
枠
の
候
補
者
に
は
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
て
の
選
挙
運
動
で
あ
る
選
挙
事
務
所
の
設
置
、
自
動
車
等
の
使

用
、
文
書
図
画
の
頒
布
及
び
掲
示
、
個
人
演
説
会
等
は
認
め
な
い
。

５

投
票
所
の
掲
示
に
つ
い
て
、
特
定
枠
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
順
位
は
、
特
定
枠
以
外
の
候
補
者
と
区
分
し
て
、
特
定
枠

以
外
の
候
補
者
の
次
に
掲
載
す
る
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

二
は
、
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
か
ら
適
用
し
、
当
該
選
挙
の
公
示
の

日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

一
は
、
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再

選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


